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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月3日(2017.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽圧呼吸療法を提供するために使用されるインタフェースであって、
　マスクシールおよびマスクシェルを備えるマスクアセンブリであって、使用者の顔面に
前記使用者の鼻および口を覆って配置されるように構成され、前記マスクシェルが、中心
部分と前記中心部分の後方に弧を描いて延びる一対のウイングとを備え、前記中心部分に
おいて前記マスクシェルにコネクタ用の開口部が形成され、前記マスクシールが前記マス
クシェルに接続され、前記マスクシールが下方部分および上方部分を備え、少なくとも１
つの鼻開口部が前記上方部分に配置され、少なくとも１つの口開口部が、前記下方部分の
、前記コネクタ用の前記開口部の反対側に配置され、前記マスクアセンブリが、前記上方
部分および前記下方部分の移動を分離する１つまたは複数の機構を備え、それらの間の、
前記マスクシールの前後方向に延在している長手方向軸に実質的に垂直に延在する横方向
軸を少なくとも中心とする相対移動を可能にし、前記マスクシールの前記上方部分が、第
１パドル、第２パドル、および前記第１パドルと前記第２パドルとの間に配置されている
上方支持面を有する鼻領域を備え、それにより、前記第１パドル、前記上方支持面および
前記第２パドルによって上方に開放した谷部が画定され、前記少なくとも１つの鼻開口部
の少なくとも一部が、前記谷部内の前記上方支持面の上に配置され、前記谷部は前記使用
者の露出した鼻尖を提供するように構成されている、マスクアセンブリと、
　前記マスクアセンブリに結合されたフレームアセンブリであって、ヘッドギアと接続さ
れるように構成されたフレームアセンブリと、
　前記マスクシールの前記上方部分の前記マスクシールの前記下方部分に対する前記移動
を制限する移動制限装置と、
を具備するインタフェース。
【請求項２】
　前記移動制限装置が、ラチェットアセンブリ、カウルおよびテザーのうちの１つを含む
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、請求項１に記載のインタフェース。
【請求項３】
　前記移動制限装置が、前記マスクアセンブリの一方または両方の横方向側部に位置する
部分を備える、請求項１又は２に記載のインタフェース。
【請求項４】
　前記移動制限装置が、前記フレームアセンブリの一方または両方の横方向側部に位置す
る部分を備える、請求項１又は２に記載のインタフェース。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの鼻開口部が、前記使用者の鼻孔と係合するように構成された少な
くとも１つの鼻要素を備える、請求項１～４のいずれか一項に記載のインタフェース。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの鼻要素が、前記使用者の前記鼻孔のそれぞれ１つと封止係合する
一対の鼻ピローを備える、請求項５に記載のインタフェース。
【請求項７】
　前記分離機構が、互いに向かって及び互いから離れるように移動可能な、下壁部分の真
上に配置された上壁部分を備える、請求項１～６のいずれか一項に記載のインタフェース
。
【請求項８】
　前記上壁部分および前記下壁部分が、Ｖ字型断面を画定するように概して直線状である
、請求項７に記載のインタフェース。
【請求項９】
　前記上壁部分および前記下壁部分のうちの少なくとも一方が湾曲形状の断面を有する、
請求項７に記載のインタフェース。
【請求項１０】
　前記分離機構が、互いに対して角度をなして配置される第１壁部分および第２壁部分を
備える、請求項１～６のいずれか一項に記載のインタフェース。
【請求項１１】
　前記第１壁部分および前記第２壁部分が、協働してＬ字型断面を画定している、請求項
１０に記載のインタフェース。
【請求項１２】
　前記第２壁部分と前記分離機構に隣接する前記マスクシールの壁の一部との間に湾曲壁
部分をさらに具備する、請求項１１に記載のインタフェース。
【請求項１３】
　前記分離機構が、少なくとも、前記マスクアセンブリの側面と使用者に面する面との間
の遷移部まで延在している、請求項１～１２のいずれか一項に記載のインタフェース。
【請求項１４】
　前記分離機構が、前記遷移部にまたはその近くに反転点を画定している、請求項１３に
記載のインタフェース。
【請求項１５】
　前記分離機構が波形構成を含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載のインタフェー
ス。
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